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中部地方整備局品質確保の促進に関する法律と技術提案・交渉方式について

公共工事の品質確保の促進に関する法律

（技術提案の審査及び価格等の交渉による方式）
第十八条 発注者は、当該公共工事の性格等により当該工事の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要が

あると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕
様を確定した上で契約することができる。この場合において発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を
定めるものとする。

２ 発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立な立場で公正な判断をすることができ
る学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずる
ものとする。

３ 発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。この場合においては、
第十五条第五項ただし書の規定を準用する。

平成17年法律第18号
平成26年6月4日最終改正

国土交通省直轄工事における 技術提案・交渉方式の運用ガイドライン

平成２７年６月に「技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」を策定 ※令和2年1月改定

○平成26 年６月４日に公布され、即日施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」
（平成26 年法律第56 号）において、仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を
確定し、予定価格を定めることを可能とする技術提案・交渉方式が新たに規定された。

■発注者が、当該公共工事の性格等により当該工事の仕様の確定が困難な場合に適用。具体的に適用される工事としては、①「発注者が最
適な仕様を設定できない工事」、②「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」を想定。

■上記のような工事については、発注者がその目的を達成するため、「発注者の要求を最も的確に満たす技術提案」を公募し、審査の上で
最適な技術提案を採用し、当該技術提案を踏まえて仕様・価格を確定の上、工事を行うことが必要である。
具体的に技術提案で求める「発注者の要求」としては、①「発注者にとって最適な仕様」、②「仕様の前提となる条件の不確実性に対す
る最適な対応方針」が想定される。

1



中部地方整備局

１．適用工事の考え方を明記

ガイドライン本文、説明資料は国交省ＨＰに掲載 (https://www.mlit.go.jp/tec/nyusatukeiyaku.html)

１）設計・施工一括タイプ

① 発注者が最適な仕様を設定できない工事

② 仕様の前提となる条件の確定が困難な工事

＜主なポイント＞

２．契約タイプとして３つの類型から選定

１）設計・施工一括タイプ

２）技術協力・施工タイプ

３）設計交渉・施工タイプ

例：構造的に特殊な橋梁における大規模で複雑な損傷の修繕工事

例：国家的な重要プロジェクト開催までに確実な完成が求められる大規模なもので
ある一方、交通に多大な影響を及ぼすため、工事期間中の通行止めが許されな
いことから、高度な工法等の活用が必要な高架橋架け替え工事

⇒ 優先交渉権者と価格等の交渉を行い、設計及び施工の契約を締結

⇒ 優先交渉権者と技術協力業務を締結。別契約の設計に提案内容を反映さ
せながら価格等の交渉を行い、施工の契約を締結

⇒ 優先交渉権者と設計業務を締結。設計の過程で価格等の交渉を行い施工
の契約を締結

設計・施工技術提案

監督・検査

施工者

発注者

見積り

契
約

交渉

優先交渉権者選定 費用の妥当性検討

合意

優先交渉権者選定
設計者・施工者間の調整

費用の妥当性検討

施工者

発注者

設計者 設計

契
約

技術協力 施工

交渉 合意
契
約

契
約

発注者を介して実施

見積り

監督・検査

技術提案

２）技術協力・施工タイプ

３）設計交渉・施工タイプ

施工設計

交渉 合意

優先交渉権者選定 設計・費用の妥当性検討

施工者

発注者

契
約

契
約

見積り

監督・検査

技術提案

各契約タイプにおける手続の流れ

技術提案・交渉方式の運用ガイドライン

2

本工事における適用タイプ



中部地方整備局設計交渉・施工タイプの実施フロー（案）

施工者

発注者

詳細設計技術提案 施工

優先交渉権者選定

見積り

交渉

設計者・費用の妥当性検討
監督
検査

合意

技術提案

審査評価
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①設計業務
委託契約

③工事請負
契約

②基本協定

契約・協定の種類 概 要
①設計業務委託契約 設計業務に関する優先交渉権者との契約

②基本協定 工事の契約に至るまでの交渉手続や交渉不成立時の手続に関する優先交
渉権者との協定

③工事請負契約 交渉成立後の工事に関する優先交渉権者との契約



中部地方整備局【参考】技術提案・交渉方式の適用状況

4
※直轄工事（港湾・空港を除く）
への適用状況

資料提供：
国土技術政策総合研究所



中部地方整備局
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要

近鉄
四日市駅

1

1

：道路事業者（国）としての事業範囲

：都市事業者（四日市市）としての事業範囲

ペデストリアンデッキ

西広場

南広場

あすなろう
四日市駅

四日市バスターミナル
整備予定地
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浜
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番

は
ま
だ
ち
ょ
う

は
ま
だ
ち
ょ
う

一般国道１号
近鉄四日市駅交通ターミナル
整備事業 延長０．３ｋｍ

南バスのりば

西バスのりば 東バスのりば

バス停を集約

バス停を集約

バス停を集約

：既存バスのりば

：駅からバスターミナルの動線

：既存バス停

至愛知県

至滋賀県

名古屋
方面

伊勢・大阪
方面

内部
方面

湯の山
方面

近鉄四日市駅

バスターミナル整備事業

N
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中部地方整備局

 「１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備」は、近鉄四日市駅における新たな交通結節点として、３箇所に分散し

ている路線バス・高速バスの乗降場を集約し、歩行者の円滑な移動・乗換を支援する交通拠点を整備するととも

に、駅周辺と一体となった賑わい・歩行空間を創出し、憩いの場となる空間等を配置し、駅周辺を一大交通拠点

として人と物の流れや地域の活性化を促進することを目的に、令和３年度より事業に着手。

１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要
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中部地方整備局
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要(沿道状況）

近鉄
四日市駅

あすなろう
四日市駅

1

一般国道１号
近鉄四日市駅交通ターミナル

整備事業 L=0.3km

写真③

写真①

写真②

写真④写真③

●国道１号に近接する近鉄四日市駅は、鉄道やバスの乗降客が１日で６万人を超える県内屈指の交通拠点。
●事業箇所の両端は、沿道に店舗が並んでおり、歩行者の交通量も多い状況である。
●現状、バス待ち環境は歩道上に設けられており、通勤・通学時間帯は、バス待ち利用者の行列が発生し、

歩行者空間を阻害する状況が見受けられる。
●中央通り（四日市市道）は、約２．１万台／日と交通量が多い沿道状況である。

中央通り（四日市市道）

至 愛知県

至 滋賀県
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路線 交通量

国道１号 約２.７万台/日

中央通り（市道） 約２.１万台/日

路線 乗降人員

近鉄四日市駅 約４.８万人/日

あすなろう四日市駅 約７千人/日

バス路線 発射 到着

路線バス ４４６台/日 ４３２台/日

高速バス ４０台/日 ３９台/日



中部地方整備局
近鉄四日市駅周辺等整備基本構想との調和
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中部地方整備局
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要【将来イメージ】

出典 ： 「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画（第2期中間とりまとめ）

近鉄四日市駅東側のアングル

※現時点の計画に基づくイメージであり、整備内容を決定するものではありません
9

赤着色：道路事業者事業範囲
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中部地方整備局
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要【将来イメージ】

近鉄四日市駅東側のアングル

※現時点の計画に基づくイメージであり、整備内容を決定するものではありません

出典 ： 「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画（第2期中間とりまとめ） 10



中部地方整備局
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備の概要【将来イメージ】

※現時点の計画に基づくイメージであり、整備内容を決定するものではありません

出典 ： 「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画（第2期中間とりまとめ） 11

東海道周辺のアングル



中部地方整備局
工事・業務の概要

１．工 事 名
（業務名）

１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事
１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務

２．事務所名 三重河川国道事務所
３．当該工事施工箇所 三重県四日市市浜田町１番～四日市市浜田町５番
４．工事種別 一般土木工事 ＋ 建築工事 ＋鋼橋上部工事 （単体または異工種ＪＶ※１）
５．概算工事費 工 事：Ｃ＝約４０００～４５００百万円程度（Ｒ５～Ｒ８）

設計業務：Ｃ＝１２０百万円程度（Ｒ５）
６．工 期 工 事： Ｒ６．１ ～ Ｒ８．１２ ※２

設計業務： 契約締結の翌日～Ｒ５．１２
７．工事施工形態 技術提案・交渉方式「設計交渉・施工タイプ」
一般国道１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備は、近鉄四日市駅における新たな交通結節点として、３
箇所に分散している路線バス・高速バスの乗降場を集約し、歩行者の円滑な移動・乗換を支援する交通
拠点を整備するとともに、駅周辺と一体となった賑わい・歩行空間を創出し、憩いの場となる空間等を配
置し、駅周辺を一大交通拠点として人と物の流れや地域の活性化を促進することを目的とした事業であ
り、その整備を行う工事である。
【工事内容】 （予定）

工事延長 Ｌ＝300m
〇地下駐車場出口新設 １式
〇地下駐車場出口撤去 １式
○バスターミナル整備 １式
〇ターミナル施設（建築） １式
〇シェルター（ﾊﾞｽ停留所、階段、ﾃﾞｯｷ） １式
〇東西デッキ １式
○駅前デッキ １式

【設計業務内容】
設計業務延長 Ｌ＝300m
○バスターミナル詳細設計
○横断歩道橋詳細設計（その１・東西デッキ）
〇横断歩道橋詳細設計（その２・駅前デッキ）
〇ターミナル施設建築設計
〇全体施工計画の作成
〇全体工事費の算出
○関係機関との協議資料作成
○報告書の作成

12
※１ 異工種ＪＶにおける代表者は構成員において決定するものとする。
※２ あくまでも本工事の工期を示すものであり、交通ターミナル整備事業の完成を示すものではない。



中部地方整備局
施工にあたっての前提条件

備考

地下駐車場

・当該事業箇所の直下に営業中の地下駐車場が在り、直上に施設等を設置する際、躯体の構造安全性を確認
し、設計・施工を行う必要がある。
・地下駐駐車場出口新設及び既設出口撤去の詳細設計は四日市市に委託しており、完了時期はＲ５．５の予定
である。
・地下駐車場出口新設の仮設工事を四日市市に委託予定である。仮設工の施工範囲を含め現在、調整中であ
り、調整により一部、仮設工追加の可能性がある。
・地下駐車場出口新設及び既設出口の撤去施工時に地下駐車場の安全に配慮した施工が必要。
・関係機関との調整は詳細設計時において実施予定。

設計条件

・四日市市策定の「中央通りの再編基計画（Ｒ５．３予定）」と調和を図り設計する必要がある。
・バスタ検討部会、デザインワーキングの結果を踏まえたデザインを監修する必要がある。
・旅客特定車両停留施設（バス、タクシーを対象にした特定車両停留施設）がバリアフリー基準適合義務の対象
に追加されたことから、「道路移動等円滑化基準」に適合する必要がある。
・バスターミナルの運営事業者を公募による決定を予定しており、建物の配置や寸法、機能配置に関して運営事
業者と調整により、設計への反映が必要。

・上位計画において定められた景観方針に配
慮した意匠とする必要がある
・デザインアーキクトの配置等によるデザイン管
理体制の構築が必要

要求要件、設計・施工条件　

交通量

交通規制条件

・24H交通量
　国道１号　：:27,274台／日（H27センサス）
　中央通り（市道）：21,000台／日（H28交通量調査より推計）

・交通形態は、地下駐車場出口新設の施工前に、中央通り北側に切り回し道路を設置することで、南側の車線を
通行規制することを考えている。
・地下駐車場出口新設及び既設出口撤去完了後、中央通り南側に交通の切替えを考えている。
  切替時期はＲ６．５頃を予定している。
・関係機関との調整は詳細設計時において実施予定。

・中央通りの切回し、交通の切替へは道路管理
者（市）にて施工予定。
・市工事と工程調整等が必要。

・歩行者動線の確保及び安全対策が必要。
・騒音・振動対策が必要。
・バスの運行に配慮した施工計画が必要
・西側、南側の既バス乗場は、市の事業範囲に
あるため、工事連携・調整が必要。
・地下駐車場利用者への配慮が必要

占用物件

周辺環境条件

・地下駐車場出口新設の施工に支障となる、中央通りに在る占用物件の移設はＲ５．１２頃完了予定。

・国道１号に近接する近鉄四日市駅は、鉄道やバスの乗降客が１日で６万人を超える県内屈指の交通拠点であ
り、事業箇所の両端のには店舗が並び、歩行者の交通量も多い状況である。
・バスの運行（運行中止は不可）に配慮した施工を行う必要がある。
・事業範囲に地下駐車場の出入口（歩行者）が２箇所、車両の入口が１箇所あり、管理者と調整が必要。
・関係者との調整は詳細設計時において実施予定。

13


Sheet1

		要求要件、設計・施工条件　 ヨウキュウ ヨウケン セッケイ セコウ ジョウケン																														備考 ビコウ

		交通量 コウツウリョウ												・24H交通量　
　国道１号　：:27,274台／日（H27センサス）
　中央通り（市道）：21,000台／日（H28交通量調査より推計） コウツウリョウ コクドウ ゴウ ダイ ニチ チュウオウ ドオ シドウ ダイ ニチ コウツウリョウ チョウサ スイケイ																		






		交通規制条件 コウツウ キセイ ジョウケン												・交通形態は、地下駐車場出口新設の施工前に、中央通り北側に切り回し道路を設置することで、南側の車線を通行規制することを考えている。
・地下駐車場出口新設及び既設出口撤去完了後、中央通り南側に交通の切替えを考えている。
  切替時期はＲ６．５頃を予定している。
・関係機関との調整は詳細設計時において実施予定。 カンガ オヨ テッキョ カンリョウ ゴ コウツウ キ カ カンガ キリカエ ジキ コロ ヨテイ																		・中央通りの切回し、交通の切替へは道路管理者（市）にて施工予定。
・市工事と工程調整等が必要。 チュウオウドオ キリマワ コウツウ キリカエ ドウロ カンリシャ シ セコウ ヨテイ シコウジ コウテイ チョウセイ トウ ヒツヨウ





		占用物件 センヨウ ブッケン												・地下駐車場出口新設の施工に支障となる、中央通りに在る占用物件の移設はＲ５．１２頃完了予定。 チカチュウシャジョウ デグチ シンセツ セコウ シショウ チュウオウ ドオ ア センヨウ ブッケン イセツ コロ カンリョウ ヨテイ



		地下駐車場 チカチュウシャジョウ												・当該事業箇所の直下に営業中の地下駐車場が在り、直上に施設等を設置する際、躯体の構造安全性を確認し、設計・施工を行う必要がある。
・地下駐駐車場出口新設及び既設出口撤去の詳細設計は四日市市に委託しており、完了時期はＲ５．５の予定である。
・地下駐車場出口新設の仮設工事を四日市市に委託予定である。仮設工の施工範囲を含め現在、調整中であり、調整により一部、仮設工追加の可能性がある。
・地下駐車場出口新設及び既設出口の撤去施工時に地下駐車場の安全に配慮した施工が必要。
・関係機関との調整は詳細設計時において実施予定。 チョクジョウ シセツ トウ セッチ サイ シ イタク カンリョウジキ ヨテイ チカ チュウシャジョウ デグチ シンセツ カセツ コウジ ヨッカイチシ イタクヨテイ カセツ コウ セコウハンイ フク ゲンザイ チョウセイチュウ チョウセイ イチブ カセツコウ ツイカ カノウセイ ハイリョ カンケイ キカン チョウセイ ショウサイセッケイ ジ ジッシ ヨテイ















		周辺環境条件 シュウヘン カンキョウ ジョウケン												・国道１号に近接する近鉄四日市駅は、鉄道やバスの乗降客が１日で６万人を超える県内屈指の交通拠点であり、事業箇所の両端のには店舗が並び、歩行者の交通量も多い状況である。
・バスの運行（運行中止は不可）に配慮した施工を行う必要がある。
・事業範囲に地下駐車場の出入口（歩行者）が２箇所、車両の入口が１箇所あり、管理者と調整が必要。
・関係者との調整は詳細設計時において実施予定。 ナラ ジョウキョウ ウンコウ ウンコウ チュウシ フカ ハイリョ セコウ オコナ ヒツヨウ ジギョウハンイ チカチュウシャジョウ デイ ホコウシャ カショ シャリョウ イリグチ カショ カンリシャ チョウセイ ヒツヨウ カンケイシャ チョウセイ ショウサイ セッケイ ジ ジッシ ヨテイ																		・歩行者動線の確保及び安全対策が必要。
・騒音・振動対策が必要。
・バスの運行に配慮した施工計画が必要
・西側、南側の既バス乗場は、市の事業範囲にあるため、工事連携・調整が必要。
・地下駐車場利用者への配慮が必要 ホコウシャ ドウセン カクホ オヨ アンゼン タイサク ヒツヨウ ソウオン シンドウ タイサク ヒツヨウ ウンコウ ハイリョ セコウケイカク ヒツヨウ ニシガワ ミナミガワ キ ノリバ シ ジギョウハンイ コウジレンケイ チョウセイ ヒツヨウ チカチュウシャジョウ リヨウシャ ハイリョ ヒツヨウ









		設計条件 セッケイ ジョウケン												・四日市市策定の「中央通りの再編基計画（Ｒ５．３予定）」と調和を図り設計する必要がある。
・バスタ検討部会、デザインワーキングの結果を踏まえたデザインを監修する必要がある。
・旅客特定車両停留施設（バス、タクシーを対象にした特定車両停留施設）がバリアフリー基準適合義務の対象に追加されたことから、「道路移動等円滑化基準」に適合する必要がある。
・バスターミナルの運営事業者を公募による決定を予定しており、建物の配置や寸法、機能配置に関して運営事業者と調整により、設計への反映が必要。 ヨッカイチ シ サクテイ キ ケイカク ヨテイ ケントウブカイ ケッカ フ カンシュウ ヒツヨウ テキゴウ ヒツヨウ ウンエイジギョウシャ コウボ ケッテイ ヨテイ セッケイ																		・上位計画において定められた景観方針に配慮した意匠とする必要がある
・デザインアーキクトの配置等によるデザイン管理体制の構築が必要 ジョウイケイカク サダ ケイカン ハイリョ イショウ ヒツヨウ ハイチ トウ カンリ タイセイ コウチク ヒツヨウ
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中部地方整備局

分類 評価項目

本設計業務に関する理解度
（目的、条件、課題、方針等）

業務目的、現地条件、与条件、提案内容の適用上の課題、不確定要素に対す
る理解、技術提案・交渉方式に対する理解

主たる事業課題に対する
提案

近接する地下駐車場への影響の最小化に有効な対策の提案能力

施工期間内に確実に履行するための提案能力

土木・建築・鋼橋等の工種が輻輳する施工における施工管理の提案能力

【技術提案の設定にあたっての着目点】
１．近接する地下駐車場の施工時および構造上の安全性の確保
２．確実な事業工程を確保するために有効な工法
３．土木、建築、鋼橋等の工事が輻輳する施工における施工管理

技術提案の評価項目
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中部地方整備局
競争参加資格（設計業務１／２）

競争参加資格の条件設定の考え方

条件設定文

技術者資格

配置予定技術者の資格に関する要件
（１） 配置予定担当技術者については設計分野毎に配置するものとし、以下のいずれかの資格を有

すること。なお、設計分野毎にわたり資格を有する場合、配置予定管理技術者を複数配置する
必要はない。

１）バスターミナル詳細設計（一般土木工事）
① 技術士(総合技術監理部門－建設又は建設部門)
② 博士（専門分野：コンクリート構造に関する研究）
③ 国土交通省登録技術者資格※１（施設分野：道路－業務：計画・調査・設計）
④ ＲＣＣＭ※２（国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。）
⑤ 土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）（国土交通省登録技術者資格に登録された部門

を除く。）
２）ターミナル施設建築設計（建築工事）

① 一級建築士
３）横断歩道橋詳細設計（鋼橋上部工事）

① 技術士(総合技術監理部門－建設又は建設部門)
② 博士（専門分野：橋梁または鋼構造に関する研究）
③ 国土交通省登録技術者資格※１（施設分野：道路－業務：計画・調査・設計）
④ ＲＣＣＭ※２（国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。）
⑤ 土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）（国土交通省登録技術者資格に登録された部門

を除く。）

※１ 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平
成２６年１１月２８日付け国土交通省告示第１１０７号）に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
（URL：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html）

※２ ＲＣＣＭ資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。
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中部地方整備局
競争参加資格（設計業務２／２）

競争参加資格の条件設定の考え方

条件設定文

技術者資格

配置予定技術者の資格に関する要件
（２）配置予定管理技術者並びに、配置予定照査技術者については以下のいずれかの資格を有すること。

① 技術士(総合技術監理部門－建設又は建設部門)
② 一級建築士
③ 博士（専門分野：コンクリート構造に関する研究）
④ 博士（専門分野：橋梁または鋼構造に関する研究）
⑤ 国土交通省登録技術者資格※１（施設分野：道路－業務：計画・調査・設計）
⑥ ＲＣＣＭ※２（国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。）
⑦ 土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）（国土交通省登録技術者資格に登録された部門

を除く。）

※１ 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平
成２６年１１月２８日付け国土交通省告示第１１０７号）に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
（URL：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html）

※２ ＲＣＣＭ資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。

（３）外国資格を有する技術者（我が国及びＷＴＯ政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認
められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ
相当との国土交通大臣認定（土地・建設産業局建設市場整備課）を受けている必要がある。
また、申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書等を提出することがで
きるが、この場合、申請書等の提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者
が入札に参加するためには競争参加資格確認通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを
提出しなければならない。
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中部地方整備局
競争参加資格（工事１／２）

同種工事の実
績

同種工事：下記の（ア）の要件を満たすカルバート工（パイプを除く）の施工実績を有すること。
（ア）構造物内幅が５．０ｍ以上の現場打ち函渠の道路建設工事の施工実績を有すること。

技術者の実績 １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
上記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。

■一般土木工事

同種工事の実
績

同種工事： 新築又は増築工事で、下記の（ア）から（ウ）の要件をすべて満たし、躯体・ 外装のほか、内装を
含む建築一式工事。なお、（ア）から（ウ）は同一工事かつ１棟であること。

（ア）建物用途 ： 車庫、倉庫及び個人住宅を除く用途
（イ）構造 ： 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造（軽量鉄骨造及び

プレハブを除く）又は木造
（ウ）規模 ： 延べ床面積１５０㎡以上（増築工事の場合は増築面積）

技術者の実績 １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
上記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。

■建築工事
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中部地方整備局
競争参加資格（工事２／２）

■鋼橋上部工事

18

技術者の実績 １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
上記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。（但し、製作を除く。）

１）桁形式 適否 適否

単純桁 ○ 連続桁 ○

２）断面形式 適否 適否

鈑桁 ○ 箱桁 ○

鈑桁（鋼床版） ○ 箱桁（鋼床版） ○

３）構造形式 適否 適否

単純桁 ○ ラーメン橋 ○

同種工事の実
績

同種工事：下記の（ア）から（イ）の要件をすべて満たす鋼橋の架設をした施工実績を有すること。なお、（ア）
から（イ）の工事は同一橋梁であること。

（ア）道路橋（Ｂ活荷重以上またはＴＬ－２５以上）または鉄道橋（モノレール及び新交通システムに係るもの
を除く。）または横断歩道橋（歩行者用鋼製デッキを含む）の工事。

（イ）橋梁形式が下記１）から３）の形式を満足する鋼橋、またはアーチ系橋、鋼トラス橋であること。



中部地方整備局【参考】配置予定技術者の兼任について
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当
技
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－ 土木 建築 鋼橋 － － 土木 建築 鋼橋

－ 現場代理人 ※仕様書どおり －
1名
必須

－

一般土木工事 主任（又は監理）技術者
1級土木施工管理技士　等
同種工事の施工経験有り ○

1名
必須

3名
まで可 ○ × × ○ × ○ × ○

建築工事 主任（又は監理）技術者
1級建築施工管理技士　等
同種工事の施工経験有り ○

1名
必須

3名
まで可 ○ × × ○ × × ○ ×

鋼橋上部工事 主任（又は監理）技術者
1級土木施工管理技士　等
同種工事の施工経験有り ○

1名
必須

3名
まで可 ○ × × ○ × ○ × ○

－ 管理技術者 技術士、一級建築士　等 ○
1名
必須

1名 ○ ○ ○ ○ × × × ×

－ 照査技術者 技術士、一級建築士　等 ○
1名
必須

1名 ○ ○ ○ ○ × × × ×

一般土木工事 担当技術者 技術士　等 ー
1名
必須

ー ○ ○ × ○ × × × ○

建築工事 担当技術者 一級建築士　等 ー
1名
必須

ー ○ × ○ × × × × ×

鋼橋上部工事 担当技術者 技術士　等 ー
1名
必須

ー ○ ○ × ○ × × ○ ×

工

事

兼　任　の　有　無

○（一つのみ可能）
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中部地方整備局

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

業務
工事

4～6
月

7～9
月

10～
12
月

1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～
12
月

1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～
12
月

1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～
12
月

1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～
12
月

1～3
月

国土
交通省

四日市市
工事

１号 近鉄四日市駅交通
ターミナル整備工事

設計交渉
業務手続 設計業務

地下駐車場出口新設（土木）

撤去(土木)

ターミナル施設（建築）

「設計交渉・施工タイプ」

バスターミナル・バスシェルター（土木・建築）

全体スケジュール（予定）
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＜横断施設＞
駅前デッキ、東西デッキ（鋼橋）

設計【付加的】業務

※上記は想定であり、予算状況により変動する可能性がある。
また、本工事の工事工程を示すものであり、交通ターミナル整備事業全体の工程を示すものではない。
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